
（令6.3.5　厚生労働省告示第57号）
区　　　　分 点数（点） 注　　　　釈

B009
診療情報提供料（Ⅰ） 250

注1～注5、注7、注9～注17　省略
注6	� 保険医療機関が、認知症の状態にある患者について、診断に基づき認知症に関する専門の保険

医療機関等での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症に関
する専門の保険医療機関等に対して診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。

注8	� 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を求め、当該患者の同
意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対
して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して
紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。

注18	� 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内
容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し、電子的方
法により閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した
場合に、検査・画像情報提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただ
し、イについては、注8に規定する加算を算定する場合は算定しない。
イ �退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供

した場合　200点
ロ �入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合　30点

留意点（令和6年3月5日　保医発0305第4号）
（1）～（20）、（22）～（30）省略
（21）	�「注８」に掲げる退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等診療上必要な検

査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付すること。また、添付した写し又はその内容
を診療録に添付又は記載すること。なお、算定対象が介護老人保健施設又は介護医療院である
場合は、当該加算を算定した患者にあっては、その後６か月間、当該加算は算定できない。

（31）	�「注18」に規定する検査・画像情報提供加算は、保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結
果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時要約等の診療記録のうち主要な
もの（少なくとも検査結果及び画像情報を含むものに限る。画像診断の所見を含むことが望ま
しい。また、イについては、平成30年４月以降は、退院時要約を含むものに限る。）について、①医
療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ他の保険医療機関に常時閲覧可
能なよう提供した場合、又は②電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に加算す
る。なお、多数の検査結果及び画像情報等を提供する場合には、どの検査結果及び画像情報等が
主要なものであるかを併せて情報提供することが望ましい。




